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資料３



○

 
研究を遂行していく過程で、外部的要因（未然に回避することができない

やむを得ない要因）が生じ、当初の研究計画を変更しなければならない状況
になり、研究計画が翌年度まで要することになる場合に、研究費を翌年度に
繰り越すことができる制度です。

○

 
翌年度に繰り越すことができるのは、計画の変更に伴い当該年度中に使用

することができなかった経費です。

なお、研究計画の終了後に余った補助金（余剰金）は、繰越しの対象には
なりません。

○

 
科学研究費補助金では平成１５年度から繰越しが可能となりましたが、ど

のような場合に繰越しに該当するか分かりづらいとの指摘があり、制度が活
用されませんでした。そこで、平成１８年度に、繰越しの要件を明確にし、
事例を大幅に追加した結果、大幅に制度の利用が増えました。

これまでの実績は次のとおりです。

平成１５年度

 
２４件

平成１６年度

 
１０件

平成１７年度

 
５５件

平成１８年度

 
６４１件

繰越制度とは繰越制度とは



繰越制度活用のメリット繰越制度活用のメリット

＊

 
研究計画の進捗は、研究者の努力だけでコントロールできるものでない。

例えば、

①思わぬ発見や想定外の問題発生などにより当初の計画を変更する必要

②研究協力者の確保難や研究物品の調達の不調など

①

 
研究現場の実態に即した効率的・

 効果的な使用

②

 
柔軟な使用

☆

 
毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することがで

きない。

活用促進

○

 
制度の認識不足による不用意なルー

 ル違反の防止

○

 
架空請求による預け金などの不正使

 用の防止

促進の効果

☆

 
繰越明許費（会計年度独立の例外）



科研費の繰越しは、手続きが煩雑だと思われがちですが、研究者が作
成する書類は、

１．繰越しを要求する金額の算定書

２．繰越しを必要とする理由書

３．研究計画の行程表

の３つで、いずれもＡ４で１枚程度であり、事実関係や理由を明確に示
すなどのポイントさえしっかりと押さえれば、書類の作成が大きな負担と
なることはありません。

繰越手続きは難しくありません繰越手続きは難しくありません



１．研究に際しての事前調査
当初計画の実施に際して、新たに事前調査が必要となった場合

２．研究方式の決定の困難
当初計画の研究方式に替えて、新たな研究方式を採用することが必要と

なった場合

３．計画に関する諸条件
当初計画の遂行に関し、直接又は間接的に付帯する問題点等を解決する

必要が生じ、問題解決までの期間研究を延期又は中断することが必要と

なった場合

４．気象の関係
豪雨や豪雪などの例年とは異なる気象により当初計画を延期又は中断す

ることが必要となった場合

５．資材の入手難
当初計画通りに研究用資材を入手することができなくなった場合

６．その他のやむを得ない事由
（１～５の事由に類似した事由に限る）

繰越しの対象となる事由繰越しの対象となる事由



繰越事由の説明内容のポイントと留意点繰越事由の説明内容のポイントと留意点

①繰越事由の発生した時期いつか？
×予め決まっている又は予想されること

②当初計画では予想し得なかったものか？
×研究者の自己都合
×事前の調整不足、見込みが甘い

③計画の見直し、繰越しが不可欠であるか？
×当該年度中にやり繰り（再調整）を検討していない
×当該年度中にやり繰り（再調整）が可能

④計画の見直しの具体的内容、見直し期間が適切に記述されている

 か？
×全く異なる研究目的となる変更
×不合理な変更
×翌年度中に事業が完了することが未確定

（（××は、該当しないもの）は、該当しないもの）



○

 
「分かりやすい表現で…」
繰越事由内容の確認は、文部科学省及び財務省の事務担当者が行います。
記述内容のポイントを絞り、平易な表現をお願いします。

○「関連性を持って…

 
」

繰越事由と計画の変更との関係、変更後の計画と当初計画との関連性、
計画のどの部分を変更するのかについて、わかりやすく具体的に記載して
ください。

記載に当たっての留意点記載に当たっての留意点

影響

外部的要因

当初計画 変更後の計画
変更



その他その他

○
 

繰越しは、翌年度内に事業が完了する必要があり、翌々年度
 に再度繰り越すことはできません。

○
 

繰越しが認められた研究費と当該年度の研究費は、別々の
 事業であるため、両者を合算して使用することはできません。

○
 

間接経費は、原則、直接経費の額に応じ繰り越すことになっ
 ておりますが、年度末に計画通り既に全額執行してしまってい
 る場合や、年度内の執行計画が既に予定されている場合など
 については、直接経費のみを繰り越しても差し支えありません。



 様 式 Ｃ－１ 
 

繰 越（ 翌 債 ）承 認 要 求 額 の 算 定 根 拠 
 

研究種目         
 
課題番号         
                                                                                                

費   目   別   使   用   内   訳 
合計（①＋②） ①間接経費 ②直接経費 物 品 費 旅  費 謝  金 等 その他 繰越(翌債)

承認要求額

  2,120,000 円   0 円   2,120,000 円       2,000,000 円             0 円      0 円   120,000 円

算定根拠 
 
（記入の例） 

 

 物品費のうち、抗体の費用として1,200,000円、抗体を用いた解析の材料費として800,000円の計2,000,000円、その他経費のうち、

該当するデータ解析の計算機使用料として120,000円が必要である。 

 抗体・・・△△円×△件、解析材料・・・△△円×△件、計算機使用料・・・△△円×△時間 

 

 
（注）１．『翌債』とは、「国の翌年度にわたる債務負担」の略。 
（注）２．「研究成果公開促進費（学術図書）」、「研究成果公開促進費（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）」の事業については、「合計」欄及び「算定根拠」欄を使用すること。 

（費目別使用内訳は、「算定根拠」欄に記入すること。） 
 

 算定根拠が費目別に分かるように記載します。単価、数量等もできる

だけ記入します。 

 この項目には、研究の概要や繰越の必要性などを記入する必要はあ

りません。 
 

 繰越を申請する金額を費目別に記入します。間接経費を繰り越

す場合は、事務局にて記入してください。 



様 式 Ｃ－２ 

繰 越 （ 翌 債 ） を 必 要 と す る 理 由 書 

 

 

研究課題 

 

事 業 概 要 

 

（当初計画） 

 

変更後の計画 

 

事               由 

 

 

研究機関名 

 

課題番号 

 

研究課題名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜当初計画＞ 

 

○○○○ 

 △年△月～△月 

◎◎◎◎ 

 △年△月～△月 

●●●● 

 △年△月～△月 

 

＜変更後の計画＞ 

 

○○○○ 

 □年□月～□月 

◎◎◎◎ 

 □年□月～□月 

◇◇◇◇ 

 □年□月～□月 

●●●● 

 □年□月～□月 

 

 ① 計画にかかる諸条件 キ（新たな知見の発見） 

 

○具体的な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○補助事業の完了時期 

  平成  年  月  日 

 ●●の繰越事由の中から該当す

る繰越事由の記号を選んで記載し

ます。 

 研究の概要が分かるように

簡潔に記入します。詳細に記

入する必要はありません。記

入例を参考にしてください 

 当初の計画と変更後の計画につい

て、概ね「月単位」で記載します。「当

初計画」は、研究計画の開始から、終

了までの一連の計画を記入してくださ

い。 

 「変更後の計画」は、時期や期間の

変更だけでなく、新たな要素が加わっ

ても構いません。 

 C-3の行程表ともリンクします。 

以下の事項は必ず具体的に示す必要があります。 
 ① 繰越事由が発生した時期 
 ② 当初計画で予見できなかった理由 
 ③ 計画の見直し、繰越が不可欠である理由 
 ④ 計画の見直しの具体的内容、見直し期間 
 
繰越事由に応じて、次のような点を具体的に示します。 
 ○ 新たな知見の具体的内容 
 ○ 問題解決のためにとった措置 
 ○ 代替者、代替機材の繰越年度内の確保の見込み 
 ○ 繰越年度に開催するシンポジウムの成功の見込み 
○ 計画外の追加的措置に対し、費目の流用等で対応可
能であり、予算の追加交付は不要であること。 

記載の量よりも必要な事項を明確に示すことが重要です。 

遅くとも翌年度中に完了させます。 

C-3の行程表ともリンクします。 



  様  式  Ｃ－３ 

事  業  計  画  行  程  表 
 
 課題番号                             研究課題名 
 

平成19年度 平成20年度  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

 

 

当初 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

変更後 

 

 

 

 

 

 

                        

  ※様式Ｃ－２「（当初計画）変更後の計画」欄の内容について、線表で示すこと。 

○○○○

○○○○ 

◎◎◎◎

◎◎◎◎

●●●●

●●●●

 C-2 の理由書に示した内容を

図示します。 

 C-2 と同じ内容にすることが重

要で、それ以上に詳細に記載す

る必要はありません。 

 計画の変更後、時期だけがずれるも

の、その部分の計画に要する期間に

ついても変更があるものの区別をつ

け、期間の変更がある場合には C-2

の理由書にその理由も示す必要があ

ります。 

◇◇◇◇



 
様 式 Ｃ－２ 

繰 越 （ 翌 債 ） を 必 要 と す る 理 由 書 
   
   研 究 課 題 

 
  事 業 概 要 

（当初計画） 
変更後の計画  

 
事               由 

 
 
課題番号 
 
 
研究課題名 
 

 
 
・・の神経伝達物質受容

体の・・化による学習の

制御メカニズムについて

解析する。 

＜当初計画＞ 
○研究方式（リン酸化部

位）の決定 

平成18年4月～9月 

○抗体作製 

平成18年9月～平成19

年1月 

○抗体作製と解析 

平成19年2月～3月 

 

＜変更後の計画＞ 
○研究方式（リン酸化部

位）の決定 

平成18年4月～12月 

○抗体作製 

平成19年1月～5月 

○解析 

平成19年6月～7月 

 

⑦研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難 イ 
 
○具体的な内容 
 当初の研究計画では、平成１８年９月までに神経伝達物質受容体が・・化

される部位を決定し、抗体作製のための抗原となるペプチドを決定し、９月

にその部位に対する・・抗体の作製を開始することとしていた。 

 しかし、平成 18 年 6 月に、当初検討していた手法では、・・（理由）であっ

たことから神経伝達物質受容体が抽出できないことが判明したため、新たな

抽出方法の検討が必要になり、その抽出方法の決定に６ヶ月を要し、・・化

される部位の決定が１２月となったため、平成１９年１月に予定していた抗体

の納入が５月となり、その抗体を用いた解析の開始予定が６月となった。 

 この研究計画の一部分となる、抗体の作製とその解析が当初計画通りに

実施できなくなり、平成 18 年度中に研究をまとめることが不可能となったた

め、補助事業の年度内の完了が困難となった。 
 
 
○補助事業の完了時期 
平成 19年 7月 31日 

 

 

【ポイント】 
 Ａ：繰越事由が発生した時期  
Ｂ：当初計画においては予見し得なかった理由 

 Ｃ：計画の見直し、繰越しが不可欠な理由 
 Ｄ：計画の見直しの具体的内容、見直し期間 
 補：当初の計画内容 

 
補 
 
A 
B 
 
 
C
D 



 

  様  式  Ｃ－３ 

事  業  計  画  行  程  表 
 
 課題番号                        研究課題名  
 

平成18年度 平成19年度  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

 

 

当初 

                         

 

 

 

変更後 

                        

研究方式(リン酸化部位)の決定 

研究方式(リン酸化部位)の決定 

抗体作製 

抗体作製 

解析 

解析 

抽出方法検討期間 



様 式 Ｃ－２ 
繰 越 （ 翌 債 ） を 必 要 と す る 理 由 書 

 
   
   研 究 課 題 

 
  事 業 概 要 

（当初計画） 
変更後の計画  

 
事               由 

 
 
課題番号 
 
 
研究課題名 
 

・・で活性化した・・剤

と・・剤の不斉共役付加

反応を探索、高機能化す

る。 
上記の手法を亜鉛やホウ

素に直結するアニオン種

の不斉共役付加反応に拡

張する。 

 
 
＜当初計画＞ 
有機合成化学展開 
（平成 18 年 4 月̶
平成 19年 3月） 
 
 

＜変更後の計画＞

有機合成化学展開

（平成 18年 4月—
平成 18年 12月） 
新たな知見の実

験・データ分析 
（平成 19年 1月—
平成 19年 4月） 
有機合成化学展開

（平成 19年 5月—
平成 19年 7月） 

①. 計画にかかる諸条件 キ（新たな知見の発見） 
 
○ 具体的な内容 
 
平成19年 1月初めに、「・・の分子内不斉閉環反応が高度に触媒的に起

こる」という、当初の予想をはるかに上回る興味深い結果を得た。この端緒

的な発見は、・・の触媒機能に新概念をもたらし、本研究の飛躍的な発展に

つながる当研究の成果に重要な影響を与えるものであり、データ分析を行う

ことが不可欠である。 

 そのため、当初の計画を変更し、新たに発見した知見の実験・分析のた

めのデータ収集を優先する必要が生じ、データ分析等に 4 ヶ月の日数を要

するため、補助事業の年度内の完了は不可能となった。 
 なお、追加して行うデータ分析等に要する経費については、既に交付を

受けている補助金で対応が可能であり、追加の予算措置は不要である。 
 
○補助事業の完了時期 
平成 19年 7月 31日 
 
 

 
 
 

【ポイント】 
Ａ：繰越事由が発生した時期  
Ｂ：当初計画においては予見し得なかった理由 

 Ｃ：当初計画の見直し、繰越しが不可欠な理由 
 Ｄ：計画の見直しの具体的内容、見直し期間 
 補：計画外の追加的措置に要する経費の措置方法 

 
A 
B 
 
Ｃ 
 
C
D 
 
補 
 



  様  式  Ｃ－３ 

事  業  計  画  行  程  表 
 
 課題番号                         研究課題名  
 

平成18年度 平成19年度  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

 

 

当初 

   
 

  
 
 

                    

 

 

 

変更後 

    
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  ※様式Ｃ－２「（当初計画）変更後の計画」欄の内容について、線表で示すこと。 

有機合成化学展開 

有機合成化学展開 

新たな知見の実験・データ分析 

有機合成化学展開 



 

Ⅰ 申請の手続について  

 

１ 申請期限 

繰越しの承認申請は、平成２０年３月３日（月）（必着）までにお願いしま

す。 
 

２ 研究者が作成する申請書類 

  研究者が作成する申請書類は、次の三つです。 

 

・【様式Ｃ－１】繰越（翌債）承認要求額の算定根拠 

・【様式Ｃ－２】繰越（翌債）を必要とする理由書 

・【様式Ｃ－３】事業計画行程表 

 

３ 研究機関が作成する申請書類 

  研究機関が作成する申請書類は、次の二つです。 

 

・【様式Ｂ－２】繰越（翌債）承認申請書（表紙） 

・【様式Ｂ－２別紙】平成１９年度科学研究費補助金に係る繰越（翌債） 

・【様式Ｂ－２別紙】承認要求一覧 

 

申請書類の各様式は、以下の文部科学省ホームページに掲載してあります。 

 

＜URL＞ http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/07060705.htm 

 

４ 研究機関による取りまとめ 

  申請書類は、研究機関が取りまとめて提出してください。 



 

Ⅱ 申請書類の作成について（研究者作成分）  

 

１ 【様式Ｃ－１】繰越（翌債）承認要求額の算定根拠 

（１）繰越（承認）要求額欄 

   「直接経費と間接経費の合計」「直接経費」及び「間接経費」の金額を記

載してください。また「直接経費」については費目別使用内訳を記載して

ください。 

 

（２）算定根拠欄 

   各費目の金額の算定根拠（単価、数量等）のみを記載し、繰越事由に係

る内容（様式Ｃ－２に記載する内容）は記載しないでください。 

 

２ 【様式Ｃ－２】繰越（翌債）を必要とする理由書 

（１）研究課題欄 

   研究機関名、課題番号及び研究課題名を記載してください。 

 

（２）事業概要欄 

   補助事業（研究）の概要を簡潔に記載してください。 

 

（３）計画欄（当初計画と変更後の計画） 

   「当初計画」と「変更後の計画」の各研究計画について、事由欄の記載

内容との対応に注意して簡潔な表題（○○に関する実験など）を付し、月

単位で記載してください。 

 

  ア ＜当初計画＞ 

平成１９年度科学研究費補助金の補助事業期間は、最長で平成１９年

４月１日から平成２０年３月３１日までです。当初計画の始期又は終期

がこの期間を超えることがないよう注意してください。 

 

イ ＜変更後の計画＞ 

当初計画から変更のない研究計画には、当初計画と同じ表題を付して

ください。 

また、繰越事由と関係のない計画の変更は認められません。次のよう

な計画の変更をする場合には、必ず事由欄の「具体的な内容」で、その

変更の理由を記載してください。 



 

＜計画の変更例＞ 

◆ 研究計画を追加（又は廃止）する。 

◆ 研究計画の所要期間を延長（又は短縮）する。 

◆ 研究計画の順番を入れ替える。 

 

（４）事由欄 

ア 繰越事由の記号等 

下表（繰越事由と記号等の対応表）を参照の上、繰越事由の記号等を

記載してください。 

なお、複数の事由が相互に関連し一つの事由に断定的に当てはめるこ

とが困難な場合には、主な事由を一つ選択して記載してください。 

また、対応表の記号等欄にある「（具体的な内容）」は、事由の内容を

簡潔に表す表題を記載してください。 

 

＜繰越事由と記号等の対応表＞ 

繰 越 事 由 記 号 等 

研究に際しての事前調査 ⑦研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難 ア

研究方式の決定の困難 ⑦研究に際しての事前調査又は研究方式の決定の困難 イ

計画に関する諸条件 ①計画に関する諸条件 キ（具体的な内容） 

気象の関係  

異常気象が豪雨の場合 ③気象の関係 ア（○月） 

異常気象が豪雪の場合 ③気象の関係 イ（○月） 

異常気象が波浪の場合 ③気象の関係 ウ（○月） 

 

その他の異常気象の場合 ③気象の関係 エ（具体的な内容） 

資材の入手難 ⑥資材の入手難 ウ（具体的な内容） 

 

イ 具体的な内容 

次の事項について確認できるように記載してください。 

◆当初計画の遂行の妨げとなった要因（研究者又は研究機関自身の責

によるものは除く。以下「外部的要因」という。） 

◆外部的要因の発生時期 

◆当初計画の立案段階で外部的要因の発生を予想できなかった理由 

◆補助事業を年度内に完了させるための対応状況 

◆当初計画を変更する必要性 

◆変更後の計画内容（所要期間等） 



 

◆変更後の計画の実現性 

◆その他やむを得ない事由であることを確認するために必要な事項 

 

ウ 補助事業の完了時期 

    補助事業の完了する年月日を元号で記載してください。 

 

（５）各欄の内容の整合性 

   事業概要欄、計画欄及び事由欄の各記載内容についての整合性に注意し

てください。特に計画欄と事由欄の記載内容について、一方には記載され

ているが他方には記載されていなかったり、双方の内容が矛盾しているこ

とがないよう注意してください。 

 

（６）その他 

一枚に収まるように作成してください。 

 

３ 【様式Ｃ－３】事業計画行程表 

（１）様式Ｃ－２との整合性 

様式Ｃ－３は、様式Ｃ－２の計画欄の内容を線（     ）で図示する

ものです。様式Ｃ－２の計画欄の記載内容（研究計画の表題、始期と終期、

所要期間）との整合性に注意して作成してください。 

 

（２）研究計画の空白期間 

   研究用物品の納入遅延期間や研究計画の中断期間など、変更後の研究計

画に空白期間がある場合は、当該期間の内容を簡潔に表す表題を付し、破

線（     ）で図示してください。 

なお、研究計画の空白期間については、様式Ｃ－２の計画欄に記載する

必要はありません。 

 

４ 各様式の共通事項 

研究課題番号、研究課題名など、各様式間で共通する事項について、齟齬

がないようにしてください。 



 

Ⅲ 申請書類の提出について（事務担当者向け）  

 
１ 事前相談 

  申請書類を提出する前に、学術研究助成課にご相談願います。事前相談を

される場合は、学術研究助成課のメールアドレス（gakjosei@mext.go.jp）宛

に、必要な書類の電子媒体を電子メールでお送りください。内容を確認の上、

修正の必要の有無等について当方から連絡します。 

 

（１）事前相談に必要な書類 

ア 【様式Ｂ－２別紙】平成１９年度科学研究費補助金に係る繰越（翌債）

承認要求一覧 

イ 【様式Ｃ－１】繰越（翌債）承認要求額の算定根拠 

ウ 【様式Ｃ－２】繰越（翌債）を必要とする理由書 

エ 【様式Ｃ－３】事業計画行程表 

オ 平成１９年度科学研究費補助金交付申請書（写し） 

 

オについては、PDF 形式でスキャンした電子媒体をお送りください。 

また、ア～エについては、以下の文部科学省ホームページに掲載してある

ものと同じファイル形式で作成したものをお送りください。 

 

＜URL＞ http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/07060705.htm 

 

なお、様式Ｂ－２別紙の作成に当たっては、同ページに掲載してある「様

式Ｂ－２別紙〔作成上の注意〕」を参照してください。 

 

（２）書類の体裁 

送付する書類には文字化けを防ぐため一般的なフォント（「ＭＳ明朝」等）

を使用してください。また、印刷した際に一枚に収まるように体裁を整えて

お送りください。 

 



 

（３）電子メールの送信方法 

メールの件名及び送付するファイル名を次のようにしてください。 

また、メール本文には事務担当者の連絡先（電話番号及びＦＡＸ番号）

を記載してください。 

 

ア メールの件名： 【繰越し】機関番号 研究機関名 

 

 例 【繰越し】12345 文科大学 

 

イ ファイル名（様式Ｂ－２別紙）：機関番号 研究機関名（Ｂ－２別紙） 

 

例 12345 文科大学（Ｂ－２別紙） 

 

様式Ｂ－２別紙は、新規に様式Ｃを送付する研究課題分のみ作成して

お送りください。 

また、事前相談の場合には、第１・２種科研費と第３種科研費を区分

せず、一つのファイルにまとめて作成してください。 

 

ウ ファイル名（様式Ｃ）： 課題番号 研究者氏名（様式Ｃの種類） 

 

例 12345678 文科太郎（Ｃ－２） 

 

なお、修正した様式Ｃを送る場合には、次のように、何回目の提出版

なのか分かるように、ファイル名の後ろに数字を入れてください。 

次の例は２回目の提出版（１回目の修正版）であることを表します。 

 

   例 12345678 文科太郎（Ｃ－２）２ 

 

エ ファイル名（交付申請書）： 課題番号 研究者氏名（交付申請書） 

 

例 12345678 文科太郎（交付申請書） 

 

ア～エに共通する注意点として「機関番号」と「課題番号」は半角を使用

してください。 

 



 

（４）連絡窓口 

事前相談についての当方との連絡窓口（事務担当者、電話番号、ＦＡＸ

番号、メールアドレス）は、研究機関で一本化してください。 

 

（５）研究機関としての確認 

研究機関として、次のことを十分に確認した上で、事前相談を行ってい

ただくようお願いします。 

 

◆ 申請書類の記載内容が、研究分野の専門知識を有しない一般の者で

も理解できる内容であること。 

◆ 申請書類に形式的な不備がないこと。 

 

また、申請期限間際になって、大量の事前相談をすることがないようご

配慮ください。 

 

２ 申請（紙媒体での提出） 

事前相談を経て、研究機関として申請書類が整った時点で、各様式を紙媒

体（修正のあった場合は最終版）で提出していただきます。その際、電子媒

体と紙媒体とに齟齬がないよう注意してください。 

なお、繰越しの承認は、財務省協議に付されます。申請後も財務省からの

指摘により改めて修正を求める場合がありますので予めご了承ください。 

 

３ 問い合わせ先及び書類の提出先 

  〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

文部科学省研究振興局学術研究助成課企画室研究推進係 

ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（代表）（内線４３１５、４１８３） 

ＦＡＸ：０３－６７３４－４０９３ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：gakjosei@mext.go.jp 
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